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ＬＩＮＥ限定企画

クロスリファレンス学習

行政法⑧

リーダーズ総合研究所

山田斉明
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問題８-①
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≪事例≫

Ｘ市は、その所有する土地をＳ連合町内会に対し
て、神社施設の敷地として無償で使用させてい
た。これに対して、Ｘ市の住民Ａは、Ｘ市の本件無
償提供行為は、憲法の定める政教分離原則に違
反する行為であって、敷地の使用貸借契約を解
除し同施設の撤去及び土地明渡しを請求しない
ことが違法に財産の管理を怠るものであると考
えている。このような場合、住民Ａは、どのよう
な手段によって、Ｘ市の本件無償提供行為を争
うことになるか。
 

問題８-②
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直前期の学習法①
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・民行チャレンジ模試
・全国公開完全模試
・直前合格答練

・直前総整理マスター
・制度と制度の比較
（民法・行政法・商法）

・直前記述式対策
民法・行政法

・早まくり出題予想
法令科目
基礎知識

総整理 記述式

出題予想 答練・模試

夏期
直前対策

直前期の学習法②
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出題のツボ

直前期の学習法③
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